
総合的な相談体制の構築に関する庁内検討委員会（第４回） 

 

次  第 

 

（日 時）令和元年８月２８日（水）午後３時から 

（場 所）前原暫定集会施設Ｂ会議室 

 

１ 議題について 

 ⑴ 福祉総合相談窓口へのつなぎについて 

（資料１） 

 

 

 ⑵ （仮称）支援調整会議について 

（資料２） 

 

 

 ⑶ 福祉総合相談窓口の開設時期及び場所について 

（資料３） 

 

 

 ⑷ 窓口開設時間について 

   （資料４） 

 

 

 ⑸ 窓口対応方法について 

   （資料５） 

 

 

 ⑹ 教育部門との連携について 

    

 

 ⑺ その他 

 

 

２ 次回開催日程について 



　福祉総合相談窓口へのつなぎについて

支援会議
会議の構成員に法に基づく守秘義務（罰

則あり）をかけ、本人の同意がない場合

であっても、関係機関で本人の情報を共

有し、適切な対応を検討（生活困窮者自

立支援法第９条）福祉総合相談窓口

年齢や障がいの有無にかかわらず、何らかの地域生活課題を抱えている方 （本人）

直
接

市役所各課、関係機関
（福祉、就労、教育、税務、住宅等）

通常業務の手続き・相談・支援

同意あり

本人

自ら

電話

来所

業務担当者や周囲の方が、何らかの課題や複合的な生活課題を抱えていると感じた場合、気になった場合

「福祉総合相談窓口」のチラシを本人へ提示して、窓口の利用を勧奨

「福祉総合相談窓口」へ個人情報を提供・共有することの本人の同意

本人以外の方（地域）
日頃の見守り・気づき

同意なし

来
所

本
人
が
来
所
で
き
な
い
場
合
、
訪
問

電
話

役所の手続き、制度利用など 地域の見守り、気づき

本
人
へ
の
助
言
困
難
だ
が
、
支
援
が

必
要
と
考
え
ら
れ
る
場
合

本
人
が
直
接
電
話
・
来
所

電
話
・
来
所

情
報
提
供

同
行

支援が必要と考

えられる場合

関
係
機
関
か
ら
の
情
報
提
供
後
、
本
人
が
来
所
し
な
い
場
合
、
電
話
・
訪
問

本人へ助言

個人情報の提供確認チラシを渡すのみ

本人とのやり取りの中で気になることあり 本人のことで気になることあり

支援会議へ参加

包括化推進員が主に対応

連携

資料１



資料２ 
 

（仮称）支援調整会議について 

 

 福祉総合相談窓口の整備においては、課題が複合的なケースへ対応するため、（仮称）支援調整会議を設置することとしている。 

具体的には以下の３つの会議体から構成されており、検討内容に応じて開催することとなるが、類似の既存会議と同一の会場・時間帯

で連続して開催するなど、迅速かつ機動的な対応が可能となるよう配慮していくものとする。 

      

№ 
会議 

種類 
相談支援包括化推進会議 支援調整会議 支援会議 

１ 制度 

多機関の協働による 

包括的支援体制構築事業 

（新設） 

生活困窮者自立相談支援事業 

（従来） 

（包括的支援体制構築事業を含む） 

生活困窮者自立支援法で法定 

（新設） 

２ 目的 

複合的な課題を抱える相談者等に対し

て、必要な相談支援が円滑に提供され

るようにするため、関係機関の業務内

容の理解や具体的な連携方法等を検討 

福祉総合相談窓口で受け付けた相談

（本人同意あり）を対象として、支援

プランの個別検討 

福祉総合相談窓口へつながっていない

人（本人同意を得られない人）を対象と

して、関係機関間の情報共有 

３ 構成員 

 

（委員長）福祉保健部長 

（市役所）関係課長職者 

（関係機関）社会福祉協議会、地域包括

支援センター等各相談支援機関の管理

職者 

（事務局）地域福祉課 

 

 

（地域福祉課）課長、係長職者 

（社会福祉協議会）係長職者 

（福祉総合相談窓口）包括化推進員、相談支援員 

（関係機関）内容に応じ、各関係機関の担当者 

（事務局）地域福祉課 



資料２ 
 

№ 
会議 

種類 
相談支援包括化推進会議 支援調整会議 支援会議 

４ 
開催 

頻度 
年数回程度 

（定例）月１回 

（随時）必要の都度 
必要の都度 

５ 対象者 
（個別検討はせず、 

総括的な議論） 

複合的な課題を抱える相談者 

（生活困窮者を含む） 
本人同意を得られない者 

６ 
本人 

同意 
（個別検討なし） 必要 

なくても可 

（個人情報保護法の「法令に基づく場

合」に該当） 

７ 
法的 

根拠 

なし 

（国の実施要綱） 

・設置可能規定（義務ではない） 

・構成員の守秘義務、守秘義務違反へ

の罰則 

・関係機関へ個人情報提供依頼 

・関係機関の協力努力義務 

（生活困窮者自立支援法第９条、第２

８条） 

 



資料３ 
 

福祉総合相談窓口の開設時期及び場所について 

 

  福祉総合相談窓口は、令和２年１０月試行開始、（仮称）新福祉会館竣工時本稼働を目標として、段階的に整備する。 

 

項 目 内 容 
令和２年４月～ 

【開設準備】 

令和２年１０月～ 

【試行開始】 

(仮称)新福祉会館

竣工時【本稼働】 

人員体制 

自立相談サポートセンターに包括化推進員２名を新たに

配置する。包括化推進員は、事業受託者となる社会福祉

協議会が人員を確保するが、時間を要する場合は、遅く

とも令和２年９月までに２名を確保するよう努める。 

  
 

包括化推進員

の業務 

包括化推進員は、本稼働までの間、自立相談サポートセ

ンターの相談支援業務に従事しつつ、複合的な課題への

対応、関係機関との連携体制の構築及び本稼働に向けた

体制準備を行う。 

 

 

 

地域福祉課 

の業務 

福祉総合相談窓口、包括化推進会議及び支援会議の要綱

等整備、庁内職員や関係機関への周知及び市報やホーム

ページを活用した広報等を行う。窓口本稼働に向け、試

行中に運営方法の検証や改善策を検討する。 

  

 

窓口設置場所 

福祉総合相談窓口は、自立相談サポートセンターと一体

的な体制で運営することから、（仮称）新福祉会館竣工

までの間、現行の自立相談サポートセンター所在地であ

る社会福祉協議会内に設置する。 

社会福祉協議会内（本町五丁目） 
（仮称） 

新福祉会館内 

 

人員確保・研修 

本稼働に向けた体制準備 

複合的課題への対応、連携体制構築 

本稼働 

要綱等整備 

周知・広報 

窓口試行 

検証・改善検討 

包括化推進会議・支援会議開催 

本稼働 



資料４ 

 

 

 

窓口開設時間について 

 

 

 第３回委員会の資料２「個別相談の基盤となる体制について」の項目「窓口開設

時間」に関し、東京都内の各区市における、現行の生活困窮者自立相談窓口の開設

時間は以下のとおりである。 

 

 （平成３１年４月１日現在） 

窓口開設時間 該当区市 
運営方法 

設置場所 

平日のみ 役所開庁時間内 

（開始が午前８時３０分より後、受付終了が午後

５時より前を含む。） 

２０区 

２６市 
－ 

平日・土曜日 午後６時まで 大田区 
委託 

民間ビル 

平日のみ 午後７時まで 板橋区 
委託 

区営施設 

月・水・木・第２土曜・第４日曜 午後５時まで 

火・金曜日 午後７時まで 
足立区 

直営 

区役所別館 

 



資料５ 

 

 

 

窓口対応方法について 

 

 

  窓口来庁者が待合スペースで順番待ちしている場合の対応に関し、福祉窓口に

おける情報端末の活用について検討する。 

 

１ 情報端末を活用した対応方法 

   待ち時間の短縮や手続きの簡略化を図るため、手続きに必要な情報を来庁者

から事前に聞き取り、情報端末に入力する方法 

  

２ 福祉窓口において情報端末を活用した場合の流れ 

 

順番 情報端末を活用した流れ 留意点 

１ 

待合スペースにおいて、必要情

報の聞き取り及び端末入力を

短時間で終了させる。 

様々な不安や課題を抱えた相談者

の対応において、聞き取りを短時間

で区切ることができるか。 

２ 
カウンターやブースが空くま

で、しばらくお待ちいただく。 

順番１の聞き取りで相談者の気持

ちや課題が整理されてきたとして

も、空白の時間帯が発生し、相談者

の意欲や気持ちに影響する場合が

あるのではないか。 

３ 
カウンターやブースに着席後、

あらためて相談を開始する。 

順番１と３で異なる担当者が対応

する場合、相談者は同じ内容を話さ

なければならない場合があるので

はないか。 

 

３ 福祉窓口における対応の方向性 

待合スペースでは情報端末を活用した聞き取りを行わず、窓口カウンター

や個別ブースに相談者が着席したのち、面接方式により相談者と向き合いな

がら落ち着いた環境で丁寧に話を伺うことが望ましいと考えられる。 


